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みえ緑と森のきずな税（仮称）の導入について（案）

平成２４年９月

三 重 県

１．はじめに

私たちは、木材等資源の供給のほか、土砂災害の防止、水源のかん養、地球温暖化防止、生物多様

性の保全、保健・休養など、様々な森林の「恵み」を享受しています。生活に欠かせない「水」や「空

気」の源は森林であり、私たちの日々の暮らしの安全・安心は森林によって支えられています。

ところが、長引く林業の低迷の中、森林所有者の森林への関心は低下し、山村の過疎化・高齢化も

あって手入れ不足の森林の増加が懸念されています。また、身近に存在する里山についても、私たち

の生活様式が変化する中で日々の暮らしとは疎遠なものとなり、ヤブ化した里山や放置竹林の拡大が

目立つようになるなど、森林の持つ様々な機能が危機に瀕しています。

一方、都市化の進展や暮らしの変化に伴い、人と森林や木材との絆が弱まってきています。

２．森林づくりに関する税の検討経緯

このような中、昨年９月に三重県南部を襲った台風第１２号に伴う紀伊半島大水害では、山崩れに

伴って流出した土砂や流木が下流の市街地まで押し寄せて道路や橋梁に被害を与え、山間部のみなら

ず市街地をも巻き込むほどの甚大かつ広域な被害がもたらされました。改めて、森林の持つ保水力や

土砂の流出防止機能等の森林の恵みの重要性が認識されたところです。

紀伊半島大水害を受け、三重県は、森林づくりに関する税の在り方、使途等について調査審議する

ため、昨年１２月に「森林づくりに関する税検討員会条例」を制定しました。

条例に基づいて設置された「森林づくりに関する税検討委員会」では、平成２４年１月から、税導

入の是否も含めて、その在り方や使途等について幅広く議論を重ね、同年６月に報告書（骨子案）を

公表し、パブリックコメント等により県民の皆様からのご意見を募集しました。寄せられたご意見も

踏まえ、同年７月に開催された第５回検討委員会において最終報告書がとりまとめられ、同年８月に

「森林づくりに関する税検討委員会報告書」として県への答申がなされたところです。

同報告書では、荒廃が危惧されている森林の状況と、自然災害が頻発する状況等を併せて考えた時

に、「災害に強い森林づくり」が必要であるとし、これを実現することは水源のかん養や地球温暖化

防止、生物多様性の保全など「水や命を育む豊かな森林」づくりにもつながるものであることから、

このような森林づくりを地域社会全体で支える新たな仕組みが必要であるとしています。そして、新

たな行政需要に対する財源確保の方法として、昨今の経済や税制を巡る厳しい環境の中においても、

森林づくりの重要性や森林の恵みを広く県民が享受していることに鑑み、県独自の森林づくりに関す

る税の導入が適当であるとされています。

三重県では、委員会の答申を受け、県として森林づくりに関する税の導入について検討してまいり

ましたが、災害への対応が待ったなしであることや、一方で森林づくりには多くの労力と時間を要す

ることを考慮し、本県独自の森林づくりに関する税の導入について、次のとおり県民の皆様にご提案

いたします。
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荒廃森林の増加が懸念される状況と、これら自然災害の発生状況を併せて考えた時に、県民の皆さんの

生命・財産を守るため、土砂や流木の発生を抑制する「災害に強い森林」を新たに、重点的かつ緊急に実

現する必要が生じています。

一方、森林は土砂災害防止機能をはじめとする様々な機能を有し、その恩恵は全ての県民が受けている

ことから、災害に強い森林づくりを将来にわたって引き継いでいくためには、森林づくりを県民全体で支

える社会づくりが必要です。そのためには、森林を大切に思い育む人づくり、森林づくりを支えるための

木づかい、森・川・海・まちのつながりを生かした環境づくりを並行して進める必要があります。

４．「災害に強い森林づくり」のための税の創設

「災害に強い森林」を実現し、将来に引き継ぐためには、多くの費用と時間を要し、計画的・持続的な

取り組みが欠かせず、一定の財源を安定的に確保する必要があります。また、これまでの取り組みに加え、

「災害に強い森林」を早期に実現するという新たな行政需要に対応するためには、その財源を新たに確保

する必要があります。

しかしながら、今後の県財政の見通しとしては、歳出の見直しを一定程度行ってもなお財源不足が生じ

ると試算しており、新たな森林づくりの対策に充当する財源について、既存の財源に多くを期待できない

状況にあります。

森林の恩恵は全ての県民が受けており、災害に強い森林づくりを社会全体で緊急に進めていくためには、

その費用は県民の皆様に幅広く負担していただくことが適当と判断し、財源確保の方法として新たな租税

を早期に導入することが必要であると考えます。

財源確保の方法を租税とした場合、財源が継続的・安定的に確保されるため、災害に強い森林づくりが

計画的に実施できます。また、税の使途を明確にすることによって、負担を通じて森林づくりへの参加意

識が高まることも期待されます。

５．新たな税の名称

「みえ緑と森のきずな税（仮称）」とする。

【台風や豪雨による被害の状況】左から順に

①.山崩れによって民家が被災（H16年 9月台風第21号：旧宮川村）

②.土石流が発生し、宿泊施設が孤立（H20年 9月豪雨：菰野町）

③.橋梁に押し寄せた大量の流木（H23年 9月紀伊半島大水害：熊野市）

④.小学校を襲った土石流（H23年 9月紀伊半島大水害：紀宝町）
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８．使途の明確化（基金の創設）

「県民税均等割の超過課税方式」の場合、普通税であることから一般財源として扱うこととなりま

す。新たな森林づくりの施策に対して新たな税負担を求めるものであり、超過課税相当分が森林づ

くりのために使われることを県民の皆様に対して明らかにする必要があります。

このため、「みえ緑と森のきずな税（仮称）基金」を造成し、超過課税相当分を基金に積み立てる

ことで既存財源と区分して使途を明確化するとともに、税収事業の結果についても公表することと

します。

９．評価制度の創設

第三者による評価委員会を設置し、新たな税財源を用いて実施する事業についての意見や提案、事

業の結果についての評価検証を行います。

これらの結果は、県民の皆様に対して公表します。

＜基金造成と評価制度＞

１０．制度の見直し

みえ緑と森のきずな税（仮称）制度と税収事業については、不断の見直しが必要であり、その際、その

時々の県民ニーズも把握しながら制度を進化させることが必要です。事業の評価検証を行い、その結果を

受けて、制度の見直しを行います。

森林づくりには多くの時間を要することから、一定の事業が展開され効果の検証が必要であることを考

慮し、５年間を目途として見直しを行うこととします。
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